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　　　　告　　　示（第526号－第534号）

○保安林指定施業要件の変更予定森林の所在場所等� （農山漁村振興課）……………１

○保安林指定施業要件の変更予定森林の所在場所等� （農山漁村振興課）……………１

○廃川敷地等の発生� （河川管理課）……………２

○生活保護法に基づく医療機関の指定� （保護・援護課）……………２

○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止� （保護・援護課）……………２

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

� （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の再開の届出� （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく施術者の指定� （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止� （保護・援護課）……………４

　　　　公　　　告

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………４

○土地改良区の定款の変更の認可� （農村森林整備課）……………５

○土地改良区の役員の就任及び退任� （農村森林整備課）……………５

　　　　正　　　誤

○道路の供用の開始（令和元年12月福岡県告示第502号）中正誤� ……………５

　福岡県告示第526号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施業

要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　令和元年12月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　平成６年１月福岡県告示第209号

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　　変更しない。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第527号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施業

要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　令和元年12月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　平成６年１月10日農林水産省告示第14号（５に係るものに限る。）

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　　変更しない。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

目　　　次

告　　　示
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宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第528号

　河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号

）第49条の規定により、次のとおり公示する。

　その関係図書は、福岡県県土整備部河川管理課及び福岡県福岡県土整備事務所に備え

置いて縦覧に供する。

　　令和元年12月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　河川の名称

　　多々良川水系須恵川

２　廃川敷地等生じた年月日

　　令和元年12月24日

３　廃川敷地等の位置

　　糟屋郡須恵町大字佐谷字古ノ添927番地から

　　糟屋郡須恵町大字佐谷字古ノ添926番３地先まで

４　廃川敷地等の種類及び数量

　　土地

　　249.27㎡

　福岡県告示第529号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法第

14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように

告示する。

　　令和元年12月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第530号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日

田生191 日の出クリニック 田川市大字伊田428 Ｒ１・12・９

嘉麻生33 山田の大塚医院 嘉麻市上山田1440－７ Ｒ１・11・１

那珂生歯
３

あかしや通り歯科クリ
ニック 那珂川市片縄三丁目４ Ｒ１・６・１

朝倉生歯
39 中尾歯科医院 朝倉市甘木1175－８ Ｒ１・９・28

糸島地生
薬71 エトワール調剤薬局 糸島市前原北二丁目５－１ Ｒ１・11・１

み生薬35 ぽぷり薬局 みやま市瀬高町太神1333－１ Ｒ１・12・１

大生薬197 レモン薬局 大牟田市南船津町一丁目12－27 Ｒ１・12・２

飯生薬176 ハッピー薬局　飯塚記念
病院前店 飯塚市鶴三緒1450－２ Ｒ１・12・１

飯生薬175 マイルド薬局　楽市店 飯塚市楽市310－９ Ｒ１・12・１

田生薬96 １．２．３調剤薬局 田川市大字伊田428 Ｒ１・12・９

宰生訪10 訪問看護ステーションあ
いてらす太宰府

太宰府市朱雀一丁目１－13　
gru３－Ｇ Ｒ１・９・１

田川生訪
26

Lux（ルークス）訪問看
護ステーション 田川郡福智町伊方2811 Ｒ１・11・１

田生訪26 訪問看護ステーション　
リリ 田川市千代町１－10 Ｒ１・12・１
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法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規

定により次のように告示する。

　　令和元年12月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第531号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があっ

たので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和元年12月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

　福岡県告示第532号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定に基づき、休止していた指定医療機関から再開の届出があったの

で、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を

含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和元年12月24日

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

嘉麻生17 医療法人遊心会　大塚病
院 嘉麻市上山田1440－７ Ｒ１・10・31

豊生52 嶋田内科 豊前市大字久路土975 Ｒ１・10・７

大野生歯
18 園田歯科医院 大野城市錦町四丁目６－21 Ｒ１・10・31

筑紫地生
歯９

あかしや通り歯科クリ
ニック 那珂川市片縄三丁目４ Ｒ１・５・31

朝倉生歯
３ 中尾歯科医院 朝倉市甘木1175－８ Ｒ１・９・27

大生歯75 藤川歯科医院 大牟田市大字白川283－15 Ｒ１・11・１

鞍生歯59 医療法人　井手歯科医院 鞍手郡鞍手町大字中山2263－35 Ｒ１・９・30

遠生歯53 医療法人　三浦歯科医院 遠賀郡岡垣高陽台一丁目12－５ Ｒ１・10・１

宰生薬26 株式会社アガペ五条薬局 太宰府市五条二丁目26 Ｒ１・11・１

田生訪23 訪問看護ステーション　
リリ

田川市大字伊加利2195－40　Ｋ
－１ビル１階 Ｒ１・11・30

指定番号 旧　名　称 新　名　称 所　在　地 変更年月日

筑紫生
162

いでわき医療精神
科心療内科 いでわき医院 筑紫野市針摺中央二

丁目４－１ Ｒ１・10・１

飯生276 医療法人　宮嶋外
科内科医院

医療法人　宮嶋医
院 飯塚市忠隈380 Ｈ31・４・８

行生143 ＣＯＳＭＯＳスキ
ンクリニック

ＣＯＳＭＯＳクリ
ニック

行橋市南大橋六丁目
９－42 Ｒ１・９・１

大生歯
225 原田歯科医院 ハラダ歯科医院 大牟田市明治町二丁

目15－１ Ｒ１・11・１

田生薬
85

株式会社古賀調剤
薬局　田川病院前

アイン薬局　田川
病院前店 田川市上本町10－20 Ｒ１・11・１

指定番号 名　　　称 旧所在地 新所在地 変更年月日

糸島地
生93

うえだこど
もクリニッ
ク

糸島市前原駅南二丁目
21－18

糸島市前原北二丁目５
－２ Ｒ１・11・５

大生歯
225

ハラダ歯科
医院

大牟田市明治町二丁目
18－３

大牟田市明治町二丁目
15－１ Ｒ１・11・１
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　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２（

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項

においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施術

者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第１４条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和元年12月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年12月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡篠栗町乙犬字神木618番１

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第533号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３（

法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよ

うに告示する。

　　令和元年12月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第534号

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 再開年月日

大生409 医療法人　城クリニック 大牟田市大字歴木1807－1148 Ｒ１・11・１

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日

大生柔96 戸次　学（久塚整骨院） 大牟田市三里町三丁目１－６ Ｒ１・11・１

飯生柔104 高嶋　純（かやのもり整
骨院） 飯塚市柏の森500－２ Ｒ１・11・28

粕生柔192 河津　純平（志免中央整
骨院） 糟屋郡志免町南里二丁目１－１ Ｒ１・12・２

粕生柔193 和田　悠幾（志免中央整
骨院） 糟屋郡志免町南里二丁目１－１ Ｒ１・12・２

粕生柔194 宮平　直太（志免中央整
骨院） 糟屋郡志免町南里二丁目１－１ Ｒ１・12・２

宗遠生柔
42

伊東　宗（ひろまつ整骨
院　遠賀院）

遠賀郡遠賀町松の本七丁目１－
24 Ｒ１・11・15

宗遠生は
き10

安部　竜二（あべ鍼灸院�
） 遠賀郡遠賀町大字木守1590－４ Ｒ１・11・１

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

大生柔88 中野　雄太（こころ整骨
院） 大牟田市大字久福木284－４ Ｒ１・11・30

八女生柔
37

江種　真二郎（やつひめ
整骨院） 八女市平田532－８ Ｒ１・11・21

宰生柔46 上原　鉄兵（クリーレン
整骨院） 太宰府市高雄五丁目１－６ Ｈ31・３・30

粕生柔184 西田　伸二（いまとう接
骨院） 糟屋郡久山町大字久原2709－15 Ｒ１・10・31

宗遠生は
き７

末次　弥穂子（さくら咲
く整骨院本院） 遠賀郡岡垣町野間二丁目15－18 Ｒ１・10・31

宗遠生は
き９

椿　直子（さくら咲く整
骨院本院） 遠賀郡岡垣町野間二丁目15－18 Ｒ１・10・31

公　　　告
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２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糟屋郡宇美町井野116－１－101

　　内田　雅哉

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、次の土地改良区の

定款の変更を認可したので、同条第３項の規定により公告する。

　　令和元年12月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　荷原土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年

法律第195号）第18条第18項の規定により次のように公告する。

　　令和元年12月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

土地改良区名 認可年月日

宮ノ陣土地改良区 令和元年12月11日

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

窪山　登 朝倉市一木671番地１

太田　靜雄 朝倉市堤1145番地

飯田　幸一 朝倉市板屋1050番地７

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

井上　靖弘 朝倉市荷原1425番地

手島　享二 朝倉市佐田4014番地

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

窪山　登 朝倉市一木671番地１

飯田　幸一 朝倉市板屋1050番地７

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

手島　亨二 朝倉市佐田4014番地

太田　靜雄 朝倉市堤1145番地

北原　裕平 朝倉市堤1603番地８

井上　靖弘 朝倉市荷原1425番地

矢野　昇 朝倉市堤1144番地

渕上　洋 朝倉市三奈木2779番地１

手嶋　直樹 朝倉市佐田4120番地

手島　精三 朝倉市佐田4406番地２

矢野　昇 朝倉市堤1144番地

手嶋　貞文 朝倉市佐田4003番地

北原　裕平 朝倉市堤1603番地８
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